
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．基本的な考え方  

私たちは、「世界人権宣言」、国連「グローバル・コンパクト」や国連「ビジネスと人権に

関する指導原則」などの国際規範を重要なものと認識し、その考え方に賛同し、人権を尊

重します。そして、すべての事業活動において、人権尊重の責任を果たすことが求められ

ていることを理解しています。 

 

２. 人権の尊重  

私たちは、すべての人の尊厳と人権を尊重し、国際規範や事業活動を行う国・地域におけ

る人権尊重に関する現地の法令・規制を遵守することを約束します。現地の法令・規制が

国際規範と相反する場合には、国際規範を尊重するための方法を追求するよう努めます。

そして、性別、年齢、国籍、民族、人種、出身、宗教、信条、社会的身分、身体障害、性

的指向などのいかなる理由に関わらず、差別を行いません。また、個人の尊厳を傷つける

ようなあらゆる種類のハラスメント行為を認めません。 

 

3. 人権侵害加担の回避  

本方針は、私たちの役員・従業員に対し適用し、人権を尊重し、権利の侵害や不当な差別

を行わないよう求め、間接的にも人権侵害に加担しないよう努めます。また、ビジネス上

の関係により、ドゥ・プランの事業、製品またはサービスと直接的に結びつく人権への負

の影響を防止または軽減するよう努め、ビジネスパートナーやサプライヤーに対しても、

本方針を支持し、同様の方針を採用するように継続して働き掛けを行います。 

 

4. 雇用と労働  

 

（児童労働・強制労働の禁止） 

私たちは、事業活動を行う各国・地域の法令で定める就業年齢に達しない児童労働およ

ド ゥ ・ プ ラ ン 人 権 方 針  

ドゥ・プランの全役員・従業員（以下、私たち）は、事業活動を通じて、持続可能な社会

の発展への貢献を目指しております。 

私たちは、事業を行う過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があること

を認識し、ビジネスに関わるすべての人々の人権を尊重するため、「ドゥ・プラン人権方針」

をここに定め、人権尊重の取組みを推進していきます。 



び強制労働を禁止します。また、ビジネスパートナーやサプライヤーに対しても同様のこ

とを求めます。 

 

（労働基本権の尊重） 

私たちは、事業活動を行う各国・地域における労働関係法令を遵守します。そして、従業

員の団結権と団体交渉権を尊重します。 

 

（差別の撤廃） 

私たちは、一人ひとりの多様性、人格、人権を尊重し、採用、配置、昇進および人材育成

などにおける差別を行わず、機会均等に努めます。 

 

5. 問題発生時の対応 

私たちは、自社の事業活動において人権への負の影響を引き起こした場合は、その救済と

是正に向けて迅速かつ適切に対処します。また、ビジネスパートナーやサプライヤーにお

いて人権への負の影響が引き起こされている場合には、影響力を活用し、適切な対応をと

るよう働き掛けを行います。 

 

6. 人権侵害の予防 

私たちは、人権侵害の発生を予防するために、「人権デュー・ディリジェンス」の仕組みに

沿って行動するよう努めます。また、本方針を浸透させるため、全従業員に対して適切な

教育と訓練を行います。 
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